
概要版

◆計画の位置付け

本計画は、特措法第６条に規定される空家等

対策計画として、国や県の関係法令や指針など

を勘案し、策定されたものです。

垂井町第６次総合計画や関連計画である都市

計画マスタープランなどと連携を図り、本計画

を推進していきます。

１ 計画の概要

２ 空家等実態調査結果

2022年度（令和４年度）の空家等実態調査の結果から、「空家等」と思われる物件は1,060件ありま

した。その物件の所有者等に対して、利用実態や今後の意向などについて調査した結果、「空き家」

の件数を次のとおり判定しました。

空き家の件数：６４３件 （平成28年度：400件）

◆対象地区

町内全域

◆計画期間

2023年度から2027年度までの５年間

◆対象とする空き家の種類

特措法第２条第１項に規定する「空家等」

とします。

ただし、特措法に規定する「空家等」に該

当しない建物でも、空き家の活用や適切な維

持管理、空き家となる見込みのある建物など

については、対象とします。

【特措法第２条第１項】

この法律において、「空家等」とは、建

築物又はこれに附属する工作物であって居

住その他の使用がなされていないことが常

態であるもの及びその敷地（立木その他の

土地に定着する物を含む。）をいう。

６ 管理不全な空家・特定空家等に対する対応

住民からの相談・通報などにより、適切な管理がなされていない空き家については、垂
井町空家等対策協議会と協議しながら、以下の手順により対応していきます。
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助言や指導に応じず、勧告を受けると

固定資産税の税額が増加します

命令に違反者は、50万円以

下の過料に処します

７ 空き家対策の実施体制

空家等対策は地域住民、民間事業者、専門家、行
政など多様な主体が相互に連携を図り、それぞれの
立場から協働して取組を進める必要があります。

また、空家等対策に取り組むための実施体

制を次のとおり整備します。

(1) 垂井町空家等対策協議会

垂井町空家等対策協議会は、特措法第７条

に規定される協議会として、町長のほか地域

住民、町議会の議員、法務、不動産、建築な

どの学識経験者や関係行政機関などの委員で

構成されています。

垂井町空家等対策協議会は、空家等対策計

画に関することのほか、町関連部局と携し、

空家等対策の全般について協議するとともに

、特定空家等への対応についても協議を行い

ます。

(2) 垂井町空家等対策庁内調整会議

空き家への対策を総合的に推進するための

庁内体制として、担当部署で組織する空家等

対策庁内調整会議を設置します。また、必要

に応じ、他部署との連携や他機関との協力に

より取組を進めます。

第２期垂井町空家等対策計画

◆計画の目的

空き家は所有者等が責任を持って管理すべき

ものですが、適切に管理されていない空き家は

、地域の安全性の低下や公衆衛生の悪化、景観

の阻害など多くの問題を生じさせます。こうし

た中、平成27年５月に「空家等対策の推進に関

する特別措置法」（以下「特措法」）が施行さ

れました。町においても平成30年度から「垂井

町空家等対策計画」に基づき、安全・安心で良

好な住環境を維持するため、空家等対策に取り

組んでいます。

「空家等」と思われる物件（1,060件）のうち、外観からの老朽度判定結果は次のとおりです。

Ａ判定（危険なし）：

Ｂ判定（注意） ：

Ｃ判定（危険） ：

978件 （平成28年度：644件）

73件 （平成28年度：176件）

9件 （平成28年度： 18件）
問合せ・相談先 垂井町 企画調整課 生活安全係（役場２階） ☎ ０５８４－２２－１１５２

◆町の無料相談会

岐阜県宅地建物取引業協会西濃支部や県の空家等総合相談員による相談会を定期的に実施しています。
広報やＨＰをご確認ください。

◆「空き家・すまい総合相談室」 ☎ ０５８４－８１－８５１１（受付時間：平日 ９時～１７時）
空家の所有者等を対象に適正管理や活用（売買・賃貸）又は解体などにかかる、様々な相談に対応で
きる空き家の相談窓口です。相談無料で、電話による事前予約制です。

８ 空き家に関する相談



管理不全
(危険空き家等)

３ 空き家の現状と課題 ４ 空家等対策計画の基本方針

５ 空家等対策計画の具体的取組

空家等の段階に応じた対策の方針に基づき、次のとおり各施策に取り組みます。

空家等対策は、住民の良好な住環境を維持し、移住・定住しやすい

環境づくりを進めていくことが必要です。空家等は、個人の財産であ

るため、第一義的に所有者等が自らの責任により管理すべきであるこ

とを原則とした上で、行政や民間事業者などが連携し、各段階に応じ

て公益上必要な支援や取組を行います。

これらの考え方に基づき、各段階に応じた適切な取組みを行うため

に、基本方針を次のとおりとします。

１ 空き家の発生抑制

所有者等の高齢化や施設入所、相続放棄などの影響で空き家が増加する可能性があり、所有者等に対する適切なアプローチと支援が必要です。

２ 空き家の適正管理

「管理者としての意識が低い」や「遠方に居住している」、「高齢化している」などの理由で、所有する空き家を適正に管理できない場合があ
り、そうした所有者等も適正な管理ができるよう、啓発やさまざまな取組を進める必要があります。

３ 空き家の利活用の促進

民間不動産業者や空き家バンクよる流通の促進を図るだけでなく、空き家の状態に応じて、除却や別の用途での活用を図る必要があります。

４ 特定空家等・管理不全な空き家への対策

何をしていいかわからなかったり、経済的な問題で管理不全となっている空き家があり、所有者等に対する伴奏型支援の強化や解体費用などの
経済面での補助制度の見直しを進めていく必要があります。

１.空き家の発生抑制と適正管理に向けた啓発 ・住民に対する啓発

・空き家所有者等に対する啓発

・民間事業者・専門家や行政制度についての情報提供

２.住民などからの空き家に関する相談への対応 ・相談窓口体制の強化

・専門家による相談対応.

３.適切な管理の促進 ・管理状況の把握と啓発

・管理代行サービスの整理と利用促進

４.福祉関連窓口との連携 ・福祉部局や事業者との連携

・啓発や情報提供など空き家の未然防止のための働きかけ

５.関係機関との連携 ・消防や警察署との情報共有及び連携

１.中古住宅としての流通の促進 ・市場流通の促進

・空き家バンク制度の見直しと周知

・利活用に向けた情報の提供

２.移住・定住促進施策との連携 ・移住・定住促進事業の活用

・その他の施策との連携

３.居住目的以外での利活用や空き家跡地などの利活用 ・空家等及び古民家の活用促進

・地域住民や民間事業者と連携し産業振興への寄与を検討

１.管理不全の空き家への対応 ・適正な管理を行うための情報提供や助言その他必要な支援

・状況に応じた関係法令による措置

２.除却が必要な空家等への支援 ・垂井町老朽危険空家等除却事業の利用促進と拡充の検討

・民間活力を活用した制度や体制づくり

３.困難事例への対応力の強化 ・行政職員の専門性の向上

・伴走型の問題解決が図れる体制の構築

４.特定空家等への対応 ・特措法に基づき対応 ※｢６.管理不全な空家・特定空家等に対する対応｣参照
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対策の基本方針 対策の方針 具体的な施策

空き家

空き家予備軍
１.空き家の発生抑制・適正管理

２.空き家の利活用

３.危険・不要な空き家の除却

①空き家の発生を抑制するとともに、空き家の適正管理を促進する。

②空き家の利活用を促進する。

③利活用の予定がなく、危険・不要な空き家の除却を促進する。


